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（葉月）AUGUST

11日・山の日

日 月 火 水 木 金 土

8月◆  8月の税務と労務

8 2022（令和4年）

国の借金　国債と借入金、それに政府短期証券の残高を合わせた、いわゆる「国の借金」
は今年3月末現在で1,241兆3,074億円と6年連続で過去最大を更新しています。医療や介護、
年金などの社会保障費や新型コロナ対策への財政出動が要因で、日本の人口（約1億2,273
万人）を基にした単純計算で国民1人当たりの借金は1,011万円超となっています。

国　税／ 7月分源泉所得税の納付 8月10日
国　税／ 6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 8月31日
国　税／ 12月決算法人の中間申告 8月31日
国　税／ 9月、12月、3月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 8月31日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告 8月31日
地方税／個人事業税第1期分の納付
 都道府県の条例で定める日
地方税／個人住民税第2期分の納付
 市町村の条例で定める日

暑
中
お
見
舞
い
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9 2022（令和4年）

スマホでの確定申告150万人を突破
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9月の税務と労務9月 （長月）SEPTEMBER
19日・敬老の日
23日・秋分の日 国　税／ 8月分源泉所得税の納付 

 9月12日
国　税／ 7月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）
 9月30日

国　税／ 1月決算法人の中間申告 
 9月30日

国　税／ 10月、1月、4月決算法人
の消費税等の中間申告
（年3回の場合） 9月30日

　国税庁の令和3年分確定申告状況によると、自宅からスマート
フォン（スマホ）を使ってe-Taxで申告書を提出した人は153万人で、
前年分の約1.5倍、3年で約12倍に大幅増加しています。スマホの
カメラで源泉徴収票が読み取れる等のサービス向上やスマホ申告
体験コーナーの増設などの施策が効果を上げています。

編 集 発 行

TOUGH SHOP 広島
代理店 株式会社ハンズ
〒730-0051
広島市中区大手町3丁目7－2
TEL. 0 8 2（ 5 4 4 ）6 3 1 1
FAX． 0 8 2（ 5 4 4 ）6 3 1 2



9 月号─2

　
昨
今
、
小
規
模
な
M
＆
A
が
盛

ん
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
小
規
模

と
は
言
え
ど
も
買
収
監
査
（
デ
ュ
ー

デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）
を
実
施
す
る
こ
と

は
極
め
て
重
要
で
す
。
中
小
企
業

M
＆
A
に
お
け
る
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ

ン
ス
（D

ue D
iligence

）
は
、
取
引

上
の
相
当
の
（D

ue

）、
注
意
（D
ili-

gence

）
を
果
た
す
た
め
の
履
行
手

続
き
で
取
引
主
体
で
あ
る
企
業
の
価

値
や
リ
ス
ク
を
分
析
評
価
す
る
調
査

活
動
を
意
味
し
、「
デ
ュ
ー
デ
リ
」
や

「
D
D
」と
も
呼
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス

に
つ
い
て
買
い
手
企
業
と
売
り
手
企

業
の
双
方
の
視
点
か
ら
詳
し
く
解
説

し
ま
す
。

◆
買
い
手
企
業
の

デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス

　
売
り
手
側
か
ら
直
接
得
た
情
報
だ

け
で
は
一
方
的
な
も
の
で
客
観
性
や

信
頼
性
に
乏
し
く
買
収
後
に
事
業
継

続
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
大
き
な

財
務
・
法
務
・
労
務
等
に
関
す
る
リ

ス
ク
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
売
主
自
身
が
感
知

し
て
い
な
い
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
買
収
後
に
リ
ス
ク
を
負

う
の
は
買
収
側
で
あ
る
た
め
、
デ
ュ

ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
実
施
し
て
隠
れ

た
リ
ス
ク
が
な
い
か
事
前
に
専
門
家

に
依
頼
し
て
調
査
評
価
を
行
い
ま

す
。
そ
の
う
え
で
、
対
象
会
社
の
リ

ス
ク
を
把
握
し
M
＆
A
取
引
実
施
に

関
わ
る
問
題
点
や
留
意
点
を
検
証
し

ま
す
。

◆
売
り
手
企
業
の

デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス

　
売
り
手
側
に
と
っ
て
は
、
買
い
手

側
か
ら
企
業
の
内
容
を
詳
細
に
調
査

さ
れ
る
こ
と
は
気
分
の
良
い
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、
資
料
の
提

出
依
頼
や
質
問
応
対
に
追
わ
れ
て
ス

ト
レ
ス
が
相
当
か
か
る
と
も
い
わ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
非
協
力
的
だ
と
買

収
側
に
不
信
感
を
与
え
か
ね
ず
積
極

的
に
協
力
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
売
り
手
側
で
も
「
セ
ル

サ
イ
ド
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
を

事
前
に
行
い
ま
す
。

　
セ
ル
サ
イ
ド
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン

ス
は
、
自
社
の
問
題
点
や
潜
在
的
な

リ
ス
ク
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

売
却
価
値
を
最
大
化
し
交
渉
を
円
滑

に
進
め
る
対
策
を
す
る
こ
と
を
い
い

ま
す
。
費
用
は
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
負

担
と
な
り
ま
す
が
今
後
の
自
社
の
経

営
に
も
役
立
つ
の
で
一
つ
の
選
択
肢

と
い
え
ま
す
。

◆
M
＆
A
に
お
け
る

デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
目
的

　
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
目
的
は

２
つ
で
す
。

①
　
実
態
を
把
握
し
内
在
す
る
リ
ス

ク
要
因
を
確
認
し
特
定
す
る
こ
と

②
　
企
業
価
値
評
価
に
よ
る
買
収
価

格
が
妥
当
か
、
投
資
額
が
予
測
内

で
回
収
可
能
か
ど
う
か
を
算
定
す

る
こ
と

◆
M
＆
A
に
お
け
る

デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
メ
リ
ッ
ト

１
　
買
い
手
企
業
の
メ
リ
ッ
ト

　
基
本
合
意
契
約
か
ら
最
終
譲
渡
契

約
ま
で
の
間
に
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン

ス
が
実
施
さ
れ
る
と
、
３
つ
の
対
応

策
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

①
　
M
＆
A
を
中
止
す
る

②
　
M
＆
A
ス
キ
ー
ム
を
変
更
す
る

③
　
売
買
価
格
を
見
直
す
こ
と
な
ど

に
よ
り
M
＆
A
を
続
行
す
る

２
　
売
り
手
企
業
の
メ
リ
ッ
ト

　
近
年
、
セ
ル
サ
イ
ド
デ
ュ
ー
デ
リ

ジ
ェ
ン
ス
の
実
施
が
増
え
て
き
て
お

り
、
主
な
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
次
の

２
点
で
す
。

①
　
自
社
事
業
を
分
析
調
査
し
合
理

的
な
希
望
売
却
価
格
を
設
定
で
き

る
②
　
交
渉
時
に
自
社
の
企
業
価
値
を

具
体
的
数
値
で
説
明
で
き
る

　
契
約
前
に
問
題
が
解
消
さ
れ
れ
ば

譲
渡
価
格
の
低
下
や
契
約
の
破
断
を

避
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

３
　
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る

　
調
査
の
対
象
は
多
岐
に
わ
た
り
ま

す
が
、
特
に
重
要
な
も
の
は
ビ
ジ
ネ

ス
（
事
業
）、
財
務
、
法
務
、
税
務

で
こ
れ
ら
が
ほ
ぼ
実
施
さ
れ
ま
す
。

⑴
　
ビ
ジ
ネ
ス（
事
業
）デ
ュ
ー
デ
リ

ジ
ェ
ン
ス

　
　
買
収
対
象
企
業
の
経
営
・
事
業

買収監査
（デューデリジェンス）

について
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な
ど
を
調
査
対
象
と
し
ま
す
。

　
　
調
査
項
目
は
、
財
務
・
経
営
管

理
の
資
料
を
は
じ
め
、取
引
状
況
、

顧
客
、
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
、
市
場

の
環
境
、
保
有
す
る
技
術
な
ど
で

す
。
こ
れ
ら
の
調
査
か
ら
対
象
企

業
・
事
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や

S
W
O
T（
強
み
・
弱
み
・
機
会
・

脅
威
）
分
析
を
行
い
買
収
に
見
合

う
企
業
・
事
業
か
ど
う
か
を
判
断

し
ま
す
。

⑵
　
財
務
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス

　
　
財
務
に
関
す
る
資
料
を
対
象
と

し
た
調
査
で
す
。

　
　
提
供
さ
れ
た
財
務
情
報
に
つ
い

て
主
に
実
態
純
資
産
、
正
常
収
益

力
、
簿
外
債
務
の
有
無
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
フ
ロ
ー
の
状
況
、
買
収
後
に

生
じ
る
リ
ス
ク
な
ど
を
把
握
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

⑶
　
法
務
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス

　
　
法
務
を
対
象
と
し
た
調
査
で
法

律
上
の
問
題
点
を
洗
い
出
し
ま

す
。

　
　
具
体
的
に
は
、
次
の
５
項
目
で

す
。

①
　
買
収
対
象
企
業
の
重
要
な
契

約
や
保
有
し
て
い
る
権
利

②
　
法
的
基
本
事
項
（
沿
革
・
商

業
登
記
・
株
主
・
許
認
可
・
過

去
の
M
＆
A
な
ど
）を
確
認

③
　
違
法
・
不
当
行
為
の
有
無

④
　
重
要
な
法
律
と
の
関
係

⑤
　
訴
訟
リ
ス
ク
や
継
続
訴
訟
の

有
無

　
　
調
査
対
象
の
中
で
も
重
要
な
の

は
許
認
可
と
訴
訟
で
、
許
認
可
を

引
き
継
げ
な
け
れ
ば
事
業
は
継
続

で
き
ず
、
ま
た
訴
訟
を
抱
え
て
い

れ
ば
賠
償
金
を
支
払
う
可
能
性
が

あ
る
た
め
非
常
に
重
要
で
す
。

⑷
　
税
務
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス

　
　
税
務
に
関
す
る
資
料
を
対
象
と

し
た
調
査
で
す
。
主
に
対
象
企
業

の
過
去
の
税
務
申
告
内
容
や
納
税

状
況
を
調
べ
税
務
の
リ
ス
ク
を
洗

い
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
重
大
な
税
務
リ
ス
ク
が
判
明

し
た
場
合
そ
の
リ
ス
ク
を
負
っ
て

で
も
買
収
す
べ
き
か
ど
う
か
、
特

に
株
式
譲
渡
ス
キ
ー
ム
の
場
合
、

譲
渡
対
象
企
業
の
税
務
リ
ス
ク
を

す
べ
て
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
た

め
、
あ
ま
り
に
税
務
リ
ス
ク
が
高

い
場
合
に
は
事
業
譲
渡
ス
キ
ー
ム

に
変
更
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
　
繰
越
欠
損
金
や
含
み
損
、
組
織

再
編
等
の
税
務
処
理
な
ど
留
意
が

必
要
で
す
。

　
そ
の
他
の
種
類
に
は
、
案
件
の
規

模
や
内
容
、
重
要
度
に
よ
っ
て
、
人

事
、
技
術
、
I
T
、
環
境
、
不
動
産
、

知
的
財
産
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。

◆
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
進
め
方

　
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
そ
の

内
容
に
沿
っ
て
決
定
し
ま
す
。
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
は
、
ま
ず
、
売
り
手
側

に
多
数
の
必
要
資
料
の
リ
ス
ト
を
提

示
し
提
出
し
て
も
ら
い
ま
す
。
こ
の

書
類
を
分
析
す
る
こ
と
が
調
査
の
は

じ
め
に
必
要
で
す
。

　
次
に
現
地
確
認
で
す
。
外
観
や
経

年
劣
化
の
有
無
や
境
界
確
認
、
周
辺

の
環
境
な
ど
は
実
際
に
目
で
見
て
確

認
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
。

　
最
後
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
で
す
。
資
料
の
内
容
や
現
地
確

認
を
補
う
に
は
経
営
者
や
役
員
、
担

当
者
な
ど
か
ら
聞
き
取
り
調
査
が
有

効
で
す
。

◆
M
＆
A
に
お
け
る

デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
留
意
点

⑴
　
M
＆
A
の
成
功
の
可
能
性
が
ま

だ
低
い
段
階
で
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ

ン
ス
を
行
う
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な

リ
ス
ク
が
生
じ
ま
す
。

　
　
会
社
売
却
手
続
き
を
進
め
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
、
対
象
企

業
内
で
動
揺
を
生
み
出
し
従
業
員

の
会
社
に
対
す
る
不
信
感
や
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
低
下
を
招
き
、
そ
の

従
業
員
や
取
引
先
を
失
う
事
態
に

ま
で
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
の
で
、
タ
イ
ミ
ン
グ
に
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

⑵
　
売
り
手
企
業
の
情
報
を
外
部
流

出
さ
せ
た
場
合
、
M
＆
A
が
物
別

れ
に
な
り
、
売
り
手
企
業
か
ら
秘

密
保
持
契
約
に
基
づ
く
損
害
賠
償

を
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

情
報
漏
洩
に
は
特
に
注
意
し
ま
し

ょ
う
。

⑶
　
中
小
企
業
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
リ

ス
ク
管
理
体
制
が
不
十
分
な
こ
と

が
多
く
会
計
上
、
法
律
上
両
面
か

ら
課
題
が
多
く
検
出
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
　
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
個
人
の
資
産

と
会
社
の
資
産
の
切
り
分
け
な
ど

が
曖
昧
な
こ
と
も
あ
り
重
点
的
な

調
査
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
　
統
合
後
の
リ
ス
ク
を
最
小
限

に
、
シ
ナ
ジ
ー
を
最
大
限
に
す
る

た
め
に
専
門
家
等
と
ワ
ン
チ
ー
ム

で
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
行
い

ま
し
ょ
う
。
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国
税
庁
公
表
の
「
令
和
２
年
度
分

の
税
務
統
計
か
ら
見
た
法
人
企
業
の

実
態
」
に
よ
る
と
、
同
年
度
分
の
交

際
費
等
の
総
支
出
額
は
、
営
業
収
入

金
額
に
対
し
て
０
・
２
１
９
％
と
な

る
２
兆
９
６
０
５
億
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。
前
年
度
分
に
比
べ
る
と
、
１

年
間
通
し
て
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け

た
こ
と
か
ら
、
マ
イ
ナ
ス
９
７
９
７

億
円
と
20
％
以
上
も
大
幅
に
減
少
す

る
と
と
も
に
２
年
連
続
で
の
減
少
と

な
り
ま
し
た
。
業
種
別
に
支
出
額
を

み
る
と
、
最
も
高
い
の
は「
建
設
業
」

で
、
最
も
低
い
の
が
「
化
学
工
業
」

で
し
た（
図
表
１
参
照
）。

　
一
方
で
、
２
兆
９
６
０
５
億
円
の

う
ち
税
法
上
損
金
に
算
入
さ
れ
な
い

金
額
は
５
２
６
８
億
円
で
、
支
出
額

に
占
め
る
割
合
は
17
・
８
％
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
と
な
っ
て
い
る

交
際
費
で
す
が
、
営
業
に
欠
か
す
こ

と
が
で
き
な
い
社
会
や
企
業
活
動
に

お
け
る
〝
潤
滑
油
〞
と
し
て
の
役
割

は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
今
回
は
、
交
際
費
に
つ
い
て
み
て

い
き
ま
す
。

１
　
交
際
費
等
の
範
囲

　
交
際
費
等
と
は
、
税
法
上
、「
交

際
費
、
接
待
費
、
機
密
費
そ
の
他
の

費
用
で
、
法
人
が
、
そ
の
得
意
先
、

仕
入
先
そ
の
他
事
業
に
関
係
の
あ
る

者
等
に
対
す
る
接
待
、
供
応
、
慰
安
、

贈
答
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為

の
た
め
に
支
出
す
る
も
の
で
、
広
告

宣
伝
費
、
福
利
厚
生
費
、
給
与
等
に

該
当
し
な
い
も
の
」
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
実
際
に
交
際
費
等
な
の
か
、
広

告
宣
伝
費
等
の
隣
接
費
用
か
の
判
断

は
、
経
費
科
目
の
名
目
で
な
く
、
実

質
で
判
断
し
ま
す
。

２
　
隣
接
費
用

⑴
　
次
の
も
の
は
隣
接
費
用
と
し

て
、
交
際
費
等
の
範
囲
に
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
の
で
、
区
分
を
明
確
に

し
て
お
く
と
節
税
に
も
つ
な
が
り

ま
す（
図
表
２
参
照
）。

・
専
ら
従
業
員
の
慰
安
の
た
め
に

行
わ
れ
る
運
動
会
、
演
芸
会
、

旅
行
等
の
た
め
に
通
常
要
す
る

費
用

・
会
議
に
際
し
て
、
茶
菓
、
弁
当

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
飲
食

物
を
供
与
す
る
た
め
に
通
常
要

す
る
費
用

・
新
聞
、
雑
誌
等
の
出
版
物
ま
た

は
放
送
番
組
を
編
集
す
る
た
め

に
行
わ
れ
る
座
談
会
そ
の
他
記

事
の
収
集
の
た
め
に
、
ま
た
は

放
送
の
た
め
の
取
材
に
通
常
要

す
る
費
用

・
カ
レ
ン
ダ
ー
、
手
帳
、
扇
子
、

う
ち
わ
、
手
拭
い
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
物
品
を
贈
与
す
る

た
め
に
通
常
要
す
る
費
用

⑵
　
接
待
飲
食
費
の
５
０
０
０
円
基

準
　
　
飲
食
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行

為（
以
下「
飲
食
等
」と
い
い
ま
す
）

の
た
め
に
要
す
る
費
用
（
専
ら
そ

の
法
人
の
役
員
も
し
く
は
従
業
員

ま
た
は
こ
れ
ら
の
親
族
に
対
す
る

図表１　営業収入 10 万円当たり
の業種別の交際費等支出額

区　分 支出額（円）
建設業 629
料理飲食旅館業 555
不動産業 431
サービス業 397
繊維工業 241
出版印刷業 227
農林水産業 224
その他の製造業 218
鉄鋼金属工業 211
小売業 167
運輸通信公益事業 159
金融保険業 140
卸売業 132
鉱業 118
機械工業 116
食料品製造業 112
化学工業 105

図表２　主な隣接費用

隣
接
費
用

寄 附 金
売上割戻し
広告宣伝費
販売奨励金
情報提供料
福利厚生費
給 与
会 議 費
現地案内費用
取 材 費

交際費等
の
実
務
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接
待
等
の
た
め
に
支
出
す
る
も
の

を
除
き
ま
す
）
で
あ
っ
て
、
そ
の

支
出
す
る
金
額
を
飲
食
等
に
参
加

し
た
者
の
数
で
割
っ
て
計
算
し
た

金
額
が
５
０
０
０
円
以
下
の
費
用

は
、
交
際
費
等
か
ら
除
外
さ
れ
ま

す
。

　
　
な
お
、
５
０
０
０
円
以
下
の
少

額
飲
食
代
を
全
額
損
金
扱
い
と
す

る
た
め
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
類
（
領
収
書
等
）

を
保
存
し
て
い
る
こ
と
が
要
件
と

さ
れ
て
お
り
、
要
件
を
満
た
し
た

領
収
書
等
が
保
存
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
場
合
は
、
通
常
の
交
際
費
と

同
じ
取
扱
い
と
な
り
ま
す
の
で
注

意
が
必
要
で
す
。

【
領
収
書
等
の
記
載
事
項
】

・
飲
食
等
を
行
っ
た
年
月
日

・
飲
食
等
に
参
加
し
た
得
意
先
や
仕

入
先
等
の
氏
名
ま
た
は
名
称
、
そ

の
関
係

・
飲
食
等
に
参
加
し
た
人
数

・
飲
食
等
に
要
し
た
費
用
の
額
や
飲

食
店
等
の
名
称
、
所
在
地

・
そ
の
他
飲
食
等
に
要
し
た
費
用
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項

３
　
損
金
不
算
入
と
特
例
措
置

　
交
際
費
等
の
額
は
、原
則
と
し
て
、

そ
の
全
額
が
損
金
不
算
入
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
損
金
不
算
入
額

の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、
様
々
な
要

件
の
下
で
一
定
の
措
置
（
特
例
措

置
）
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
表

３
参
照
）。

⑴
　
中
小
法
人
（
資
本
金
の
額
等

１
億
円
以
下
の
法
人
）
の
交
際
費

等
に
つ
い
て
は
、
年
８
０
０
万
円

の
「
定
額
控
除
限
度
額
」
も
し
く

は「
飲
食
の
た
め
の
支
出
の
50
％
」

を
選
択
し
た
上
で
そ
の
金
額
ま
で

損
金
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ

れ
を
超
え
る
金
額
は
損
金
不
算
入

と
な
り
ま
す
。

⑵
　
大
法
人
（
資
本
金
の
額
等
１
億

円
超
１
０
０
億
円
以
下
の
法
人
）

の
交
際
費
等
の
支
出
は
「
飲
食
の

た
め
の
支
出
の
50
％
」
ま
で
を
損

金
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
飲
食
の
た
め
の
支
出
は
、

社
内
接
待
費
を
除
き
ま
す
。

⑶
　
適
用
期
限
の
延
長

　
　
令
和
４
年
度
税
制
改
正
に
お
い

て
、
交
際
費
等
を
年
８
０
０
万
円

の
定
額
控
除
限
度
額
ま
で
損
金
算

入
で
き
る
特
例
措
置
及
び
接
待
飲

食
費
の
50
％
を
損
金
算
入
で
き
る

特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
適
用
期

限
が
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
２

年
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

４
　
渡
切
交
際
費

　
渡
切
交
際
費
に
つ
い
て
国
税
庁
で

は
、「
使
用
者
の
業
務
の
た
め
に
使

用
す
べ
き
も
の
と
し
て
支
給
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
た
め
に
使

用
し
た
こ
と
の
事
績
が
明
ら
か
で
な

い
も
の
」
と
定
義
し
て
お
り
、
会
社

が
役
員
や
従
業
員
に
対
し
て
交
際
費

等
の
名
目
で
支
出
す
る
も
の
で
、
後

か
ら
精
算
や
報
告
を
し
な
い
も
の
が

該
当
し
ま
す
。

　
例
え
ば
、
役
員
や
営
業
担
当
の
従

業
員
に
対
し
、
交
際
費
と
し
て
毎
月

一
定
額
の
金
銭
を
支
給
し
て
い
る

が
、
そ
の
精
算
は
行
っ
て
い
な
い
も

の
な
ど
で
す
。

　
渡
切
交
際
費
は
、
実
質
的
に
支
給

さ
れ
た
役
員
等
が
任
意
に
使
え
る
こ

と
か
ら
、
税
務
上
、
交
際
費
に
は
該

当
せ
ず
支
給
し
た
役
員
や
従
業
員
に

対
す
る
給
与
（
み
な
し
給
与
）
等
と

し
て
取
り
扱
い
、
源
泉
徴
収
の
対
象

に
な
り
ま
す
。

図表３　交際費等の特例措置

資本金の額等 特例措置の内容

1 億円以下

次のいずれかの金額を損金算入
① 支出交際費等の金額のうち定額控
除限度額（年800万円）までの額

②接待飲食費の額×50％

1億円超
接待飲食費の額×50％が損金算入

100億円以下

100億円超 支出交際費等の全額が損金不算入
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長
時
間
に
わ
た
る
過
重
な
労
働
は

疲
労
の
蓄
積
を
も
た
ら
す
最
も
重
要

な
要
因
と
考
え
ら
れ
、
脳
・
心
臓
疾

患
の
発
症
と
の
関
連
性
が
強
い
と
い

う
医
学
的
知
見
が
得
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
平
成
14
年
に
「
過
重

労
働
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
の
た
め

の
総
合
対
策
」
が
定
め
ら
れ
（
厚
生

労
働
省
）、
各
種
の
施
策
が
推
進
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

　
最
近
で
は
、
平
成
31
年
４
月
施
行

の
罰
則
付
き
の
時
間
外
労
働
の
上
限

規
制
の
導
入
や
長
時
間
労
働
者
へ
の

医
師
に
よ
る
面
接
指
導
の
強
化
、
勤

務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
導
入
の

努
力
義
務
化
な
ど
が
、
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
今
回
は
、
過
重
労
働
に
よ
る
健
康

障
害
防
止
の
た
め
に
事
業
者
が
講
ず

べ
き
と
さ
れ
て
い
る
措
置
を
解
説
し

ま
す
。

一

　労
働
時
間
と
健
康
障
害

㈠
　
労
働
時
間
と
健
康
障
害
の
リ
ス

ク
　
労
災
補
償
に
係
る
脳
・
心
臓
疾
患

の
労
災
認
定
基
準
の
考
え
方
の
基
礎

と
な
っ
た
医
学
的
検
討
結
果
を
踏
ま

え
、
労
働
時
間
と
健
康
障
害
の
リ
ス

ク
に
は
次
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

①
　
時
間
外
休
日
労
働
時
間
が
月
45

時
間
以
内
の
と
き
、
健
康
障
害
の

リ
ス
ク
は
低
い

②
　
①
よ
り
労
働
時
間
が
長
く
な
る

ほ
ど
、健
康
障
害
の
リ
ス
ク
は
徐
々

に
高
ま
る

③
　
月
１
０
０
時
間
超
ま
た
は
２
〜

６
か
月
平
均
で
月
80
時
間
を
超
え

る
と
、
健
康
障
害
の
リ
ス
ク
は
高

い

㈡
　
時
間
外
労
働
の
上
限

　
労
働
基
準
法
に
お
い
て
次
の
上
限

時
間
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
大
企
業
に
お
い
て
先
行
し
て
施
行

さ
れ
、
令
和
２
年
４
月
か
ら
中
小
企

業
も
含
め
た
す
べ
て
の
企
業
に
お
い

て
適
用
さ
れ
ま
し
た
（
一
部
に
お
い

て
、
適
用
を
猶
予
・
除
外
さ
れ
て
い

る
事
業
・
業
務
も
あ
り
ま
す
。）。

①
　
原
則

　
　
時
間
外
労
働
（
休
日
労
働
は
含

ま
ず
。
※
１
）
の
上
限
は
、
原
則

と
し
て
、
月
45
時
間
・
年
３
６
０

時
間
で
す
。

　
　
ま
た
、
月
45
時
間
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
１
年
間
に
６

か
月
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
　
臨
時
的
な
特
別
の
事
情
が
あ
っ

て
労
使
が
合
意（
※
２
）す
る
場
合

・
　
時
間
外
労
働
は
、
年
７
２
０
時

間
以
内
と
し
ま
す
。

・
　
時
間
外
労
働
と
休
日
労
働
の
合

計
は
、
月
１
０
０
時
間
未
満
と
し

ま
す
。

・
　
時
間
外
労
働
と
休
日
労
働
の
合

計
は
、
直
近
の
「
２
か
月
平
均
」、

「
３
か
月
平
均
」、「
４
か
月
平
均
」、

「
５
か
月
平
均
」、「
６
か
月
平
均
」

の
い
ず
れ
も
、
１
か
月
当
た
り
80

時
間
以
内
と
な
る
よ
う
に
し
ま
す
。

※
１「
休
日
労
働
」と
は

　
　
法
定
休
日
（
労
働
基
準
法
で

定
め
ら
れ
た
休
日
。
少
な
く
と

も
毎
週
１
日
ま
た
は
４
週
間
に

４
日
）
に
労
働
し
た
時
間
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。

　
　
な
お
、
法
定
休
日
以
外
の
休

日
（
所
定
休
日
）
に
労
働
さ
せ
、

１
日
８
時
間
ま
た
は
週
40
時
間

を
超
え
る
労
働
が
生
じ
た
場
合

は
、
そ
の
時
間
を
「
時
間
外
労

働
」と
し
て
計
算
し
ま
す
。

※
２「
労
使
の
合
意
」

　
　
②
の
時
間
外
労
働
を
行
わ
せ

る
場
合
は
、
時
間
外
・
休
日
労

働
に
関
す
る
協
定
（
36
協
定
）

に
お
い
て
「
特
別
条
項
」
を
締

結
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

㈢
　
休
暇
等

①
　
年
次
有
給
休
暇

　
　
労
働
基
準
法
が
改
正
さ
れ
、
年

10
日
以
上
の
年
次
有
給
休
暇
が
付

与
さ
れ
る
労
働
者
（
管
理
監
督
者

を
含
む
）
に
対
し
て
は
、
最
低
で

も
年
５
日
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

②
　
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善

　
　
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
を

図
る
た
め
、
労
働
時
間
等
見
直
し

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
労
働
時
間
等
設

過
重
労
働
に
よ
る

健
康
障
害
の
防
止
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定
改
善
指
針
）
が
、
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
　
特
に
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル

制
度
は
、
労
働
者
の
生
活
時
間
や

睡
眠
時
間
を
確
保
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
過
重
労
働
に
よ
る
健

康
障
害
の
防
止
に
資
す
る
こ
と
か

ら
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度

の
導
入
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

二

　健
康
管
理
体
制
の
整
備

㈠
　
安
全
衛
生
管
理
体
制

　
事
業
場
に
お
い
て
常
時
使
用
す
る

労
働
者
数
に
よ
り
、
整
備
す
る
体
制

（
選
任
義
務
な
ど
）が
異
な
り
ま
す
。

①
　
常
時
50
人
以
上

　
　
労
働
者
の
健
康
管
理
の
た
め
、

事
業
場
に
お
い
て
選
任
し
た
産
業

医
、
衛
生
管
理
者
等
に
健
康
管
理

に
関
す
る
職
務
を
適
切
に
行
わ
せ

ま
し
ょ
う
。

　
　
ま
た
、
衛
生
委
員
会
等
を
設
置

し
、
毎
月
１
回
以
上
開
催
す
る
こ

と
も
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す（
労

働
安
全
衛
生
法
）。
長
時
間
労
働

者
等
に
対
す
る
面
接
指
導
等
に
係

る
事
項
等
を
は
じ
め
、
健
康
管
理

に
つ
い
て
適
切
に
調
査
審
議
を
行

い
ま
し
ょ
う
。

②
　
常
時
50
人
未
満

　
　
産
業
医
や
保
健
師
を
選
任
し
て

健
康
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
努

力
義
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

10
人
以
上
の
事
業
場
は
衛
生
推
進

者
の
選
任
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
　
小
規
模
事
業
場
で
は
、
産
業
保

健
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
の
地
域
窓

口
の
産
業
保
健
サ
ー
ビ
ス
や
、
小

規
模
事
業
場
産
業
医
活
動
助
成
金

（
産
業
医
等
と
契
約
し
て
産
業
医

活
動
等
を
実
施
し
た
場
合
に
受
け

ら
れ
る
も
の
）が
活
用
で
き
ま
す
。

㈡
　
健
康
診
断

　
常
時
使
用
す
る
労
働
者
に
対
し
、

１
年
以
内
に
１
回
、
定
期
に
健
康
診

断
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
深
夜
業
を
含
む
業
務

に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
て

は
、
６
か
月
以
内
に
１
回
の
特
定
業

務
従
事
者
健
康
診
断
を
実
施
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
脳
・
心
臓
疾
患
に
関
す
る
血
圧
等

一
定
の
健
康
診
断
項
目
に
異
常
の
所

見
が
あ
る
労
働
者
に
は
、
労
災
保
険

制
度
に
よ
る
二
次
健
康
診
断
等
特
定

保
健
指
導
に
関
す
る
給
付
（
二
次
健

康
診
断
等
給
付
）
制
度
を
活
用
し
ま

し
ょ
う
。

三

　医
師
に
よ
る
面
接
指
導
制
度

㈠
　
面
接
指
導
の
実
施

　
長
時
間
労
働
者
へ
の
医
師
に
よ
る

面
接
指
導
制
度
は
、一
定
の
時
間
外
・ 

休
日
労
働
を
行
い
、
疲
労
の
蓄
積
が

認
め
ら
れ
る
者
等
を
対
象
と
し
て
、

実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の

で
す
。

①
　
一
般
労
働
者
（
管
理
監
督
者
・

裁
量
労
働
制
の
対
象
者
を
含
む
）

　
　
月
80
時
間
超
の
時
間
外
・
休
日

労
働
を
行
い
、
疲
労
蓄
積
が
あ
り

面
接
を
申
し
出
た
者
を
対
象
と
し

て
行
い
ま
す
。

②
　
研
究
開
発
業
務
従
事
者

　
　
月
80
時
間
超
の
時
間
外
・
休
日

労
働
を
行
い
、
疲
労
蓄
積
が
あ
り

面
接
を
申
し
出
た
者
を
対
象
と
し

て
行
い
ま
す
。
ま
た
、
月
１
０
０

時
間
超
の
時
間
外
・
休
日
労
働
を

行
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
申
出
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
実
施
を
し
ま

す
。

③
　
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制

度
の
対
象
者

　
　
月
１
０
０
時
間
超
の
時
間
外
・

休
日
労
働
を
行
っ
た
者
に
対
し
て

は
、
申
出
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

実
施
を
し
ま
す
。

　
　
月
１
０
０
時
間
以
下
の
場
合

は
、
申
出
の
あ
っ
た
者
に
面
接
指

導
を
行
う
努
力
義
務
が
あ
り
ま
す
。

㈡
　
労
働
時
間
の
把
握

　
労
働
時
間
の
状
況
を
適
正
に
把
握

す
る
た
め
、
労
働
日
ご
と
の
始
業
・

終
業
時
刻
を
確
認
し
、
記
録
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　「
労
働
時
間
の
適
正
な
把
握
の
た

め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
厚
生
労
働
省
）

に
基
づ
き
、
労
働
時
間
の
適
正
な
把

握
を
行
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
時
間
外
・
休
日
労
働
が
月

80
時
間
を
超
え
た
と
き
は
、
労
働
者

本
人
に
そ
の
超
え
た
時
間
に
関
す
る

情
報
を
通
知
し
、
ま
た
、
そ
の
労
働

者
の
氏
名
と
、
そ
の
超
え
た
時
間
に

関
す
る
情
報
を
産
業
医
に
提
供
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

㈢
　
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
等

　
事
業
者
は
、
面
接
指
導
を
実
施
し

た
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
医
師
の

意
見
を
聴
き
、
面
接
指
導
等
の
記
録

を
作
成
し
、
５
年
間
保
存
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
面
接
指
導
の
結
果

の
記
録
は
、
面
接
指
導
を
実
施
し
た

医
師
か
ら
の
報
告
を
そ
の
ま
ま
保
存

す
る
こ
と
で
足
り
ま
す
。
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　ハロー効果とは、ある対象を評価する時
にその見た目や特徴に左右されて評価が歪
められる心理現象を指します。例えば、あ
る分野の専門家が専門外のことについても
権威があると感じてしまうことや、外見の
いい人が信頼できると感じてしまうことが
挙げられます。ハロー（halo）は「後光」を
意味し「後光効果」とも呼ばれます。
　ハロー効果には、影響される特徴によっ
て2種類に分けられます。良いイメージや
特徴から高く評価される「ポジティブハロー
効果」と、悪いイメージや特徴から低く評
価される「ネガティブハロー効果」です。
　ハロー効果をビジネスに活かすには「外
面的な部分に働く」効果を利用してマーケ
ティングに活用させます。ターゲットとす
る消費者がどのような商品を求めているか、
その背景にある日常の生活スタイルはどう

いったものかを念頭に置いて考えてみましょ
う。購買行動には「口コミ」が大きく影響
します。これはハロー効果を高める一つの
要素です。ほかに、芸能人のCM広告や専
門家の監修などは売上に繋がりやすい宣伝
方法の一つです。有名人の起用が難しい場
合は、数値化した商品の満足度やリピート
率など具体的な数値を表示すると売り上げ
に繋がります。「●●向け」商品などターゲッ
トを絞った言葉も影響力があります。
　しかし、ハロー効果は良いほうにも悪い
ほうにも働くということを常に意識してお
く必要があります。口コミの評価が高いと
イメージが先行し実際の質よりもよく思う
傾向にあり、逆に評価が低ければサービス
内容とは全く別の部分で自社イメージが落
ちてしまう可能性があります。有名人の不
祥事によるイメージダウンも起こりやすい
ものです。
　誇大表現になりすぎないことも注意が必
要です。ハロー効果をバランスよく取り入
れ商品の評価を上げましょう。

ハロー効果を 
ビジネスに活かそう！

　“グリーンウォッシュ”という言葉をご存
じでしょうか。「地球にやさしい」「エコ」は
よく耳にしますが果たして本当に環境にい
いのでしょうか。
　グリーンウォッシュは、環境への配慮を
表す「グリーン」とごまかしを意味する「ホ
ワイトウォッシュ」を合わせた造語です。
　近年、深刻化する気候変動の影響や環境
破壊の対策として、企業も様々な取り組み
を掲げていますが、中には見せかけだけで
実体が伴っていない行為があります。ウェ
ブサイトで虚偽や誇張に当たる表現を使用
し、また、エコフレンドリーやサステナブ
ルといった曖昧な表現を用いて環境への悪
影響はないと根拠のない印象を与えると消
費者に見せかけの疑い（グリーンウォッシュ）
だとみなされます。
　今後、企業には広告宣伝に根拠を示す透
明性が求められており、その結果として企
業価値を高めることに繋がります。

ほんとに地球にやさしいの!?　
人
間
関
係
を
良
好
に
築
く
に
は
３

つ
の
配
り
も
の
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、「
目
配
り
」、「
気
配
り
」、「
心

配
り
」で
す
。

　「
目
配
り
」
と
は
、
周
り
の
状
況

を
観
察
し
察
す
る
こ
と
で
す
。「
気

配
り
」
と
は
、
目
配
り
を
し
た
う
え

で
相
手
を
考
え
て
行
動
す
る
こ
と
で

す
。「
心
配
り
」
と
は
、
相
手
の
立

場
に
な
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
す
。

　
気
配
り
と
心
配
り
は
よ
く
似
て
い

ま
す
が
視
点
が
違
い
ま
す
。
気
配
り

は
自
分
の
立
場
か
ら
、
心
配
り
は
相

手
の
立
場
か
ら
行
動
す
る
も
の
で
す
。

心
配
り
が
で
き
る
と
相
手
に
感
動
を

与
え
ま
す
。
自
分
目
線
で
は
な
く
、

相
手
の
心
に
寄
り
添
う
こ
と
が
重
要

で
す
。

　
３
つ
の
配
り
を
念
頭
に
置
き
、
よ

り
よ
い
人
間
関
係
に
よ
っ
て
接
客

力
・
販
売
力
を
ア
ッ
プ
さ
せ
た
い
も

の
で
す
。

「
目
配
り
」、「
気
配
り
」、「
心
配
り
」

発行


